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１．はじめに
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、ラオ
スの知的財産制度のうち、商標法、著作権法を中心
に解説する。

２．総論
　ラオスは、2013年２月にWTOへ加盟して以降、

高い経済成長率を達成しており、今後とも経済成長
が期待されている。
　このような情勢の下、ラオス科学技術省知的財産
局と日本国特許庁は、これまでの協力関係の更な
る強化のため、2015年５月に協力覚書を取り交わし
ている。この覚書に基づいて、2016年には、特許審
査ガイドラインの策定等の支援が行われ、2016年11
月１日からは、ラオスと日本の間で特許の付与円滑
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化に関する協力（CPG：Cooperation for facilitating 
Patent Grant）が開始されている。最近では、2017
年５月の日ASEAN特許庁長官会合において、ラオ
スと日本の間で、特許の付与円滑化に関する協力

（CPG）や特許審査基準の策定に関する更なる支援に
ついて合意されている。
　また、2016年１月１日以降のラオス国民又は居住
者からのPCT国際出願については、その国際調査・
国際予備審査を日本国特許庁が管轄することになっ
ている。
　今後とも、ラオスと日本の協力関係が強化され、
両国間の知的財産活動が推進されることに期待した
い。

３．商標制度
　ラオスの商標制度は、1995年に制定された「商標
に関する政令」に規定されていたが、2007年に、商
標制度を含めて、知的財産制度を包括的に規定する
知的財産法が制定された。知的財産法は、最近では
2018年５月25日に改正法が公告され、その15日後に
施行されて現在に至っている。ここでは、この改正
法に基づいて、ラオスの商標制度について解説する。

（以下、括弧書の条文は、特に指示がない場合、ラ
オスの知的財産法の条文を示す。）

（１）保護対象

「標章」とは、「事業に係る商品又はサービスを
他の事業に係る商品又はサービスから識別するこ
とが可能な標識又は標識の組合せ」（３条９項）と
して定義され、「商標」とは、「３条９項に規定さ
れる標章であって、商品又はサービスに用い、か
つ、自己の商品又はサービスと他人の商品又は
サービスとを識別するためのもの」（３条10項）と
して定義されている。

また、「団体商標」とは、「提携企業又は団体、
協同組合、国若しくは民間の組織の構成員若しく
は個人のグループにより使用される商標」（３条
11項）として定義されている。

さらに、「証明標章」とは、「他の個人、法人又
は組織によって、商品の出所、原料及び製造方法
又はサービス提供の方法に関する特性、商品又は
サービスの種類、品質、安全性又はその他の特性
を証明するために、これらの商品又はサービスに

ついてその所有者が使用することを許容された商
標」（３条12項）として定義されている。
＜解説＞

ラオスでは、証明商標が認められているが、日
本では、証明商標は認められていない。なお、ラ
オスでは、2018年５月25日に公布された改正法に
より、商標の定義が拡大され、３Ｄ画像とアニ
メーション画像を商標として出願することが認め
られている。

（２）登録要件（相対的登録要件）

商標登録を受けるためには、以下の要件を満た
していなければならない（16条）。
①当該標章が、個人、法人又は組織の商品又は

サービスを他の個人、法人又は組織の商品又は
サービスから識別することが可能な標識又は標
識の組合せであること：この標識には、人名を
含む語、文字、数字、図形要素、立体、動画又
は製品パッケージ、及び色彩の組合せ、並びに
かかる標識の組合せを含めることができる。

②当該標章が、同一の商品又はサービスについて
先に登録された標章、周知標章又は地理的表示
と同一でないこと

③当該標章が、同一の、類似の又は関連する商品
及びサービスについて先に登録された標章又は
周知標章と類似していないこと：ただし、当該
後の標章の使用により、当該商品若しくはサー
ビスの出所に関して混同を引き起こすか又は当
該商品若しくはサービスが他者と関係している
との誤った印象を与えるおそれがある場合に限
る。

④当該標章が、23条（不特許事由）の下で禁止さ
れている特性を含まないこと

（３）登録要件（絶対的登録要件／不登録事由）

以下の標章は、商標登録を受けることができな
い（23条）。
①出願人の商品又はサービスを他の個人、法人又

は組織の商品又はサービスと識別できない標章
②もっぱら、取引において商品の種類、品質、数

量、用途、価額、原産地若しくは製造時期を指
定するのに役立ち得る標識若しくは表示、又は


